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税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

は、プライスウォーターハウスクーパース(PwC) 
グローバルネットワークの日本におけるメンバー 
ファームです。公認会計士、税理士等約 580 人の

スタッフを有する日本最大級のタックスアドバイ 
ザーであり、そのうち、約100名が金融部に所属し

ています。金融・不動産関連をはじめ、法人・個人

の申告、移転価格、M&A、事業再編、国際税務、

連結納税制度など幅広い分野において税務コン

サルティングを提供しています。 
 
PwC のグローバルネットワーク (www.pwc.com) 
に属する PwC 各メンバーファームは、クライアント

およびクライアントを取り巻く人々の信頼の確立と、

価値の向上を目指して、監査、税務、アドバイザ 
リーサービスにおいて、クライアントの業種に焦点

をあてたサービスを提供しております。PwC は、 
世界153カ国に155,000人のスタッフを有し、常に

新たな視点からクライアントのご要望に即したアド

バイスを提供できるよう、そのネットワークを十分

に活用して問題解決に取り組んでいます。 
 
私どもが提供しておりますニュースは、概略的な

内容をご紹介しているにすぎません。個別案件へ

の対応、またはより専門的な案件への取り組みに

際しましては、ぜひ私どもの金融部を皆様のよき

パートナーとしてご利用ください。 
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2009 年度税制改正 

投資ファンドの税制に係る主な改正内容の詳細 
 

2009 年 3 月 27 日に「所得税法等の一部を改正する法律」および

「地方税法等の一部を改正する法律」が成立し、3 月 31 日に関連す

る政省令とともに交付されました。投資ファンドについては税制改正

大綱が公表された時点のニュースレター（2008 年 12 月発行）でご

紹介いたしましたが、本ニュースレターでは、交付された法律および

政省令の内容に基づきご紹介いたします。 
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1. 組合型投資ファンドのPE課税の見直し 

投資事業有限責任組合（外国におけるこれに類する組合を含む。以下「投資組合」）に出資を行う非居住者または外

国法人たる組合員（以下「外国組合員」）で以下の(1)から（5）までの要件を満たすものは、国内に恒久的施設

（permanent establishment、“PE”）を有しない外国組合員に該当する者とみなすこととされました(以下「PE 課税の

特例措置」)。 
(1)投資組合の有限責任組合員であること 
(2)投資組合の業務を執行しないこと 
(3)投資組合の組合財産に対する持分の割合が 25%未満であること 
(4)投資組合の無限責任組合員と特殊な関係のある者でないこと 
(5)国内に投資組合の事業以外の事業に係る恒久的施設を有しないこと 
 
(2)に定める「業務執行」とは、当該組合契約に係る業務の執行、業務の執行の決定、業務執行または業務執行の

決定についての承認、同意その他これらに類する行為をいうとされています。 
 
（3）に定める「投資組合の組合財産に対する持分割合」は、以下のうちいずれか高い割合をいい、①または②の割

合のいずれか一方でも 25％以上である場合には、PE 課税の特例措置は適用されないことになります。 
①外国組合員に係る特殊関係組合員の持分の割合を合計した割合 
②外国組合員に係る特殊関係組合員の損益分配割合を合計した割合 
 
上記でいう「特殊関係組合員」には、当該外国組合員と「特殊の関係にある者」のほか、「当該外国組合員が締結し

ている組合契約に係る組合財産として投資組合財産に対する持分を有する者」が含まれます。「特殊の関係にある

者」とは、親族や役員、50％超の資本関係等により直接および間接に支配する関係にある者そのほか一定の関係

にある者（以下「特殊の関係にある者」）をいいます。 
 
上記の要件を満たす外国組合員が PE 課税の特例措置の適用を受けるにあたっては、外国組合員は、適用を受け

ようとする旨、氏名または名称および住所その他財務省令で定める事項を記載した書類（以下「特例適用申告書」）

等を投資組合事業から生ずる利益の配分の取り扱いをする者を経由して所轄税務署長に提出する必要があります。

本規定は、投資組合契約の締結の日から継続して上記に掲げる要件を満たしている場合に限り、その提出日以後

の期間について適用がなされます。外国組合員は、特例適用申告書の記載内容に変更がある場合には、変更申告

書の提出の必要があり、組合事業から生ずる国内源泉所得の明細、その他財務省令で定める事項を記載した書類

の提出も求められています。 
 
2. 外国組合員に係る事業譲渡類似課税の特例 

国内に恒久的施設を有しない外国組合員が、以下いずれかの要件を満たす投資組合(以下「特例適用投資組合

等」)を通じて一定の株式または出資の譲渡を行う場合、いわゆる事業譲渡類似課税に特例が設けられ、当該課税

の判定単位は、組合単位ではなく、組合員単位で判定されることとなります。 
 
(1) 上記 1.の PE 課税の特例措置の適用を受ける投資組合、または 
(2) (1)以外の投資組合（国内に恒久的施設を有しない外国組合員が、以下すべての要件を満たす場合に限る） 

① 投資組合の有限責任組合員であること 
② 投資組合の業務を執行しないこと 

 
本特例の適用は、譲渡事業年度終了の日以前３年内のいずれの時においても、外国組合員に係る特殊関係株主

等が、発行済株式または出資の総数または総額の 25％以上を所有していなかった場合に限ることとされています。

なお、所有割合の算定上、特例適用投資組合等の他の組合員は除かれます。 
 
特例適用投資組合等の組合財産として取得した日の翌日から 1 年未満の株式または出資の譲渡、および預金保険

機構から特例適用投資組合等の組合財産として取得する特別危機管理銀行の株式に該当するものの譲渡には本

特例の適用はありません。 
 
事業譲渡類似課税の特例は、国内に恒久的施設を有しない外国組合員が本適用を受けようとする旨、その者の氏

名または名称および住所その他一定の事項を記載した書類等を納税地の所轄税務署長に提出している場合に限り、

適用されます。 
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より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 
 
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 
金融部  
〒100-6015  
東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号  
霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-2400（代表） 
http://www.pwc.com/jp/tax 
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